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(57)【要約】
　コネクタ挿入部材（３）は、着脱自在な連結装置（９
）によってコネクタハウジング（２）に着脱可能に取り
付け可能である。コネクタ挿入部材（３）は、光導波路
支持部材（４）をコネクタ挿入部材（３）に対して着脱
自在に締結するための第１レセプタクル（１０）と、相
手側コネクタ（５）の光導波路支持部材（１２）をコネ
クタ挿入部材（３）に対して着脱自在に締結するための
第２レセプタクル（１１）と、を有している。コネクタ
挿入部材（３）と、コネクタ挿入部材（３）の第１レセ
プタクル（１０）に対して締結されている光導波路支持
部材（４）と、が、コネクタハウジング（２）から一緒
に連結方向（１３）の反対方向に取り外し可能である。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタハウジング（２）と、コネクタ挿入部材（３）と、光導波路支持部材（４）と
、を備えているコネクタ（１）であって、
　相手側コネクタ（５）が、前記コネクタ（１）との光学的接続を確立するため、前記コ
ネクタ（１）に対して連結方向（１３）に連結され、
　前記コネクタ（１）の少なくとも１つの光導波路（６）が、前記光導波路支持部材（４
）に対して締結され、かつ、前記光導波路（６）の開口端（７）が前記光導波路支持部材
（４）の接触面（８）に導かれ、
　前記コネクタ挿入部材（３）は、着脱自在な連結装置（９）によって前記コネクタハウ
ジング（２）に着脱可能に取り付け可能であり、
　前記コネクタ挿入部材（３）は、前記光導波路支持部材（４）を前記コネクタ挿入部材
（３）に対して着脱自在に締結するための第１レセプタクル（１０）と、前記相手側コネ
クタ（５）の光導波路支持部材（１２）を前記コネクタ挿入部材（３）に対して着脱自在
に締結するための第２レセプタクル（１１）と、を有し、
　前記コネクタ挿入部材（３）と、前記コネクタ挿入部材（３）の前記第１レセプタクル
（１０）に対して締結されている前記光導波路支持部材（４）とが、前記コネクタハウジ
ング（２）から一緒に前記連結方向（１３）の反対方向に取り外し可能であることを特徴
とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタ（１）において、
　前記光導波路支持部材（４）が、前記コネクタハウジング（２）から解放された位置で
、前記コネクタ挿入部材（３）の前記第１レセプタクル（１０）から解放され、かつ、前
記コネクタ挿入部材（３）の前記第１レセプタクル（１０）に再締結されることを特徴と
するコネクタ。
【請求項３】
　請求項１または２記載のコネクタ（１）において、
　前記コネクタハウジング（２）から解放された位置において、前記光導波路（６）の前
記開放端（７）が、前記コネクタ挿入部材（３）の前記第１レセプタクル（１０）から解
放された前記光導波路支持部材（４）の前記接触面（８）において、自由にアクセス可能
な形態で配置され、付加的または代替的に、前記コネクタハウジング（２）の外側に配置
されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項４】
　請求項１～３のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）において、
　前記コネクタ挿入部材（３）を前記コネクタハウジング（２）に着脱自在に締結するた
めの前記着脱自在な連結装置（９）が、バヨネット式連結機構、ねじ式締結機構およびプ
ラグイン式締結機構のうち少なくとも１つにより構成されていることを特徴とするコネク
タ。
【請求項５】
　請求項１～４のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）において、
　前記第１レセプタクル（１０）が、前記光導波路支持部材（４）を前記コネクタ挿入部
材（３）に着脱自在に締結するためのスナップ式締結機構（１４）を有し、付加的または
代替的に、前記第２レセプタクル（１１）が、前記相手側コネクタ（５）の前記光導波路
支持部材（１２）を前記コネクタ挿入部材（３）に着脱自在に締結するためのスナップ式
締結機構（１４）を有していることを特徴とするコネクタ。
【請求項６】
　請求項１～５のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）において、
　前記第１レセプタクル（１０）および前記第２レセプタクル（１１）が、前記光導波路
支持部材（４）と前記相手側コネクタ（５）の前記光導波路支持部材（１２）とを受け入
れるため、前記コネクタ挿入部材（３）の連結チャンネル（１５）の内側に配置されまた
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は装着されていることを特徴とするコネクタ。
【請求項７】
　請求項１～６のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）において、
　前記コネクタハウジング（２）は、前記コネクタハウジング（２）をデバイスのハウジ
ングに締結するための取り付け装置（１６）を有することを特徴とするコネクタ。
【請求項８】
　請求項１～７のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）において、
　前記コネクタ挿入部材（３）が少なくとも１つの電気接点（１８）をさらに有すること
を特徴とするコネクタ。
【請求項９】
　請求項１～８のうちいずれか１つに記載のコネクタ（１）およびツール（１９）を備え
ている連携機構であって、
　前記ツール（１９）が、前記コネクタハウジング（２）の内側で前記コネクタ挿入部材
（３）に着脱自在に締結され、かつ、前記連結装置（９）が前記ツール（１９）により着
脱され、
　前記コネクタ挿入部材（３）が、前記ツール（１９）に取り付けられた状態で、前記コ
ネクタ挿入部材（３）の前記第１レセプタクル（１０）に対して締結された前記光導波路
支持部材（４）と一緒に、前記コネクタハウジング（２）から前記連結方向（１３）とは
反対方向に解放され、かつ、前記連結方向（１３）に前記コネクタハウジング（２）に対
して再挿入されることを特徴とする連携機構。
【請求項１０】
　請求項９記載の連携機構において、
　前記ツール（１９）が、前記コネクタ挿入部材（３）の前記第２レセプタクル（１１）
に対して取り外し自在に取り付けられていることを特徴とする請求項９記載の連携機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタハウジングと、コネクタ挿入部材と、光導波路支持部材と、を備え
ているコネクタ、特にシャーシソケットに関する。相手側コネクタが、コネクタとの光学
的接続を確立するため、コネクタに対して連結方向に連結される。コネクタの少なくとも
１つの光導波路が、光導波路支持部材に対して締結され、かつ、光導波路の開口端が光導
波路支持部材の接触面に導かれる。
【背景技術】
【０００２】
　前述のタイプのコネクタは、データ伝送のための少なくとも１つの光導波路を有するケ
ーブルを、別のケーブルまたは例えばテレビカメラもしくはフィルムカメラなどのデバイ
スに連結するために使用される。この種の光学的接続を通じたデータ伝送がコネクタおよ
び相手側コネクタを通じて機能するためには、コネクタの光導波路の開放端が極めてクリ
ーンに維持される必要があり、必要に応じてクリーニングされる必要がある。このため、
コネクタの光導波路の開放端をクリーニングするため、従来技術によるコネクタの場合に
は付加的なツールが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、光導波路の開放端をより容易かつより効果的にクリーニングすること
ができるという前述のタイプのコネクタを改良することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的を達成するため、本発明は、前述したタイプのコネクタにおいて、コネクタ挿
入部材が着脱自在（取り外し可能かつ再度の取り付け可能）な連結装置によってコネクタ
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ハウジングに対して取り外し可能に締結され、コネクタ挿入部材が、光導波路支持部材を
コネクタ挿入部材に対して取り外し可能に締結するための第１レセプタクルと、相手側コ
ネクタの光導波路支持部材をコネクタ挿入部材に対して着脱自在に締結するための第２レ
セプタクルと、を備え、コネクタ挿入部材と第１レセプタクルに締結された光導波路とが
、コネクタハウジングから一緒に連結方向の反対方向に取り外される。
【０００５】
　したがって、本発明によれば、コネクタ挿入部材が、それに締結された光導波路支持部
材と一緒にコネクタハウジングから取り外し可能である。その結果、光導波路の開放端が
コネクタハウジングの外側でクリーニング可能であり、実質的により容易かつより完全に
クリーニング可能である。特別なツールは不要である。とりわけ、先行技術においてある
程度はそうであったように、光導波路支持部材の接触面から除去される汚れはコネクタに
残らない。これに関連して、本発明の特に好ましい変形態様では、光導波路支持部材が、
コネクタハウジングから取り外される位置において、コネクタ挿入部材の第１レセプタク
ルから解放され、かつ、コネクタ挿入部材の第１レセプタクルに再び取り付けられる。し
たがって、当該変形態様において、光導波路体は、コネクタ挿入部材と一緒にコネクタハ
ウジングから取り外された後、コネクタ挿入部材から取り外される。その結果、クリーニ
ングされる光導波路の開放端が位置する光導波路支持部材の接触面に対して、クリーニン
グプロセスのためにきわめて容易にアクセス可能である。コネクタハウジングから取り外
された位置において、光導波路の開放端が、コネクタ挿入部材の第１レセプタクルから解
放された光導波路支持部材の接触面において、アクセス自在に、かつ／または、コネクタ
ハウジングの外側に配置されている。
【０００６】
　光導波路が光導波路支持部材に対してなおも取り付けられていることは、前述したよう
に忘れられてはならない。したがって、光導波路は、それに締結された光導波路支持部材
が本発明に係るコネクタ挿入部材と一緒にコネクタハウジングから取り外されるのに十分
な長さを有する必要がある。この目的のために光導波路に対して必要な移動の自由度およ
びスペースが確保され、曲がったり損傷したりすることなくコネクタから遠くに押し出さ
れまたは引き戻される。
【０００７】
　構成要素の大部分は、特許請求の範囲および前記実施形態において単数で言及される。
これは純粋に言語上の単純化であり、本発明によるコネクタの個々の構成要素が少なくと
も１つという意味で、複数存在することを排除するものではない。これは、特に、光導波
路支持部材に取り付けられ、かつ、それらの開放端を通じて光導波路支持部材の接触面に
案内される光導波路の数に当てはまる。本発明に係るコネクタについては、複数の光導波
路は、一般に、光導波路支持部材に取り付けられ、かつ、それらの開放端を通じて光導波
路支持部材の接触面に案内される。
【０００８】
　本発明に係るコネクタが、２つ以上のコネクタ挿入部材を備え、２つ以上の光導波路支
持部材等を備えていてもよい。
【０００９】
　光導波路の開放端は、光が光導波路から出射し、光が光導波路に入射することができる
端部である。接触面における光導波路の一または複数の開放端には、レンズまたは光を光
学的に集束または散乱させるための他の手段が装備されていてもよく、装備されていなく
てもよい。光導波路は、一般的に開放端を除いて被覆部材によって包囲されている光学的
伝導性のファイバである。光導波路およびケーシングは共に、従来技術においてそれ自体
公知である光導波路ケーブルを構成する。したがって、光導波路ガラス繊維等で作製され
てもよい。上述の「光学的接続」という用語は、光データ伝送のための接続を意味する。
【００１０】
　コネクタおよび相手側コネクタは、一般的に、少なくとも２つのケーブルまたは少なく
とも１つのケーブルとデバイスとの間の連結を確立するために用いられる。この場合、ケ
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ーブルは一または複数の光導波路を有する。コネクタおよび相手側コネクタは、データま
たは電力の伝送のための電線を有していてもよい。コネクタおよび相手側コネクタを言語
的に区別するために、「相手側コネクタ」という用語が導入された。相手側コネクタは、
適当な別個のコネクタであり、コネクタおよび相手側コネクタまたは他のコネクタは、光
学的接続および場合によっては電気的接続が確立されるように、相互に連結される、ある
いは、連結方向に相互に連結される。本発明に係るコネクタおよび相手側コネクタの両方
が、いわゆるシャーシソケット、またはデバイスソケットであってもよい。シャーシソケ
ットはそれ自体公知である。シャーシソケットは、デバイスまたはそのハウジングに取り
付けられるコネクタである。本発明に係るコネクタおよび相手側コネクタの両方が、いわ
ゆるケーブルコネクタとして設計されてもよい。ケーブルコネクタは、前述のケーブルに
締結されるコネクタである。２つのケーブルを相互に連結するため、ケーブルコネクタは
、連結対象である当該２つのケーブルに取り付けられる。ケーブルをデバイスまたはその
ハウジングに連結するため、シャーシソケットがデバイスに取り付けられ、ケーブルコネ
クタがケーブルに取り付けられる。一般的に、コネクタはプラグとも呼ばれる。この場合
、コネクタおよび相手側コネクタを連結することはプラグ連結と呼ばれる。本発明に係る
コネクタおよびこれに対応する相手側コネクタは、一方が他方に差し込まれるだけでなく
、相互にねじ止めされる、または、他のタイプの連結、またはそれらの組み合わせによっ
て、互いに連結されてもよい。
【００１１】
　コネクタ挿入部材をコネクタハウジングに対して取り外し可能に締結する着脱自在な連
結装置は、確立された連結が繰り返し解除されかつ再び確立されるように設けられかつ設
計されている連結装置である。したがって、これは、特に非破壊式の解放および再連結を
含む。特に好ましくは、コネクタ挿入部材をコネクタハウジングに対して取り外し可能に
締結する着脱自在な連結装置は、それ自体は公知のバヨネット式連結機構である。これは
、連結対象である一方の部品が他方の部品に挿入され、相互に反対方向に回転されること
で当該部品が相互に連結されるものである。反対方向に当該部品を回転させ、かつ、引っ
張ることによって当該連結は解除される。
【００１２】
　代わりに、それ自体は公知であり、コネクタ挿入部材をコネクタハウジングに対して締
結するための他の着脱自在な連結装置も本発明に適用可能である。例として、ねじ式締結
機構またはプラグイン連結機構があげられる。プラグイン連結機構によれば、対応する締
結要素が解放されたときにのみプラグイン連結が再び解放される。先行技術における多く
の実施形態において、ねじ式締結機構およびプラグイン連結機構の両方はそれ自体公知で
ある。
【００１３】
　好適な実施形態では、光導波路支持部材および相手側コネクタの光導波路支持部材の両
方が、それぞれの場合にスナップ式締結機構によってコネクタ挿入部材に対して締結され
る。この意味で、本発明の好適な実施形態は、第１レセプタクルが、光導波路支持部材を
コネクタ挿入部材に対して着脱自在に連結するためのスナップアクション式締結機構を有
し、かつ／または、第２レセプタクルが、相手側コネクタの光導波路支持部材をコネクタ
挿入部材に対して着脱自在に締結するためのスナップアクション式締結機構を有している
。
【００１４】
　一方の光導波路支持部材の光導波路の開放端と、他方の相手側コネクお置に動かすため
、本発明の好適な実施形態によれば、第１レセプタクルおよび第２レセプタクルが、光導
波路支持部材および相手側コネクタの光導波路支持部材を受け入れるためのコネクタ挿入
部材の連結チャンネルの内側に配置されまたは装着される。連結チャンネルにおいて、光
導波路支持部材と相手側コネクタの光導波路支持部材とは、所望の光データ伝送が高品質
で問題なく機能するように相互に対向し、かつ、相互に対応するように配置される。
【００１５】
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　本発明に係るコネクタの特に好適な実施形態はシャーシソケットである。特に、この種
の実施形態の場合、コネクタハウジングは、コネクタハウジングをデバイスのハウジング
に締結するための取付装置を有する。取付装置は、ねじ式機構または取付フランジなどで
あってもよい。特に、取付フランジの場合にはさまざまな形状に形成または構成されても
よい。一または複数の連結穴を有していてもよい。
【００１６】
　前述したように、本発明に係るコネクタによって相互にまたは装置に連結されることが
意図されているケーブルは、電気的データおよび／または電力伝送のための電気線を有し
ていてもよい。電力伝送は、例えば、送電線が装置に電力または電流を供給するために使
用される状況を意味する。これに関連して、本発明に係るコネクタについて、コネクタ挿
入部材がさらに少なくとも１つの電気接点を有していてもよい。
【００１７】
　本発明に係るコネクタは、シャーシソケットまたはケーブルコネクタとして設計されて
いるいずれの場合も、光データ伝送または光学的接続のための非常に幅広い種類の作業に
適用可能である。特に好ましい形態では、本発明に係るコネクタがフィルムおよび／また
はテレビカメラ用のシャーシソケットとして用いられる。この場合、光導波路を有する光
導波路支持部材に加えて、少なくとも１つ以上の電気接点もコネクタに設けられ、光学的
および電気的データ伝送ならびにカメラへの電力供給の両方が本発明に係るコネクタによ
って実現される。
【００１８】
　本発明に係るコネクタのクリーニング方法は、コネクタ挿入部材と、コネクタ挿入部材
の第１レセプタクルに取り付けられた光導波路支持部材が、コネクタハウジングから一緒
に連結方向の反対方向に取り外される。光導波路支持部材は、コネクタ挿入部材の第１レ
セプタクルから解放される。そして、光導波路支持部材の接触面のクリーニングが非常に
簡単に実行される。この種の方法のさらなる詳細は、本発明に係るコネクタおよびその好
適な実施形態の技術的事項から把握することができる。
【００１９】
　本発明は、コネクタとツールとを備えている連携機構にも関しており、コネクタハウジ
ングにおいてコネクタ挿入部材に取り外し可能に取り付けられ、連結装置がツールにより
着脱され、ツールに取り付けられた状態のコネクタ挿入部材が、コネクタ挿入部材の第１
レセプタクルに取り付けられた光導波路支持部材と一緒に、コネクタハウジングから連結
方向の反対方向に取り外され、かつ、コネクタハウジングに連結方向に再び挿入される。
換言すれば、ツールがコネクタハウジングにおいてコネクタ挿入部材に取り付けられ、こ
れによってツールにより連結装置が解放され、ツールに取り付けられた状態のコネクタ挿
入部材が、光導波路支持部材と一緒にコネクタハウジングから搬送方向に取り外される。
特に簡単な実施形態では、ツールがコネクタ挿入部材の第２レセプタクルに対して取り外
し可能に取り付けられてもよい。
【００２０】
　本発明の好ましい実施形態のさらなる特徴および詳細は、以下の図面の説明において、
コネクタの例示的な実施形態を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係るコネクタハウジングおよびコネクタ挿入部材の斜視図。
【図２】締結状態におけるコネクタハウジングおよびコネクタ挿入部材の縦断面図。
【図３】締結解除状態におけるコネクタハウジングおよびコネクタ挿入部材の縦断面図。
【図４】コネクタ挿入部材がコネクタハウジングから取り外された、本発明の一実施形態
としてのコネクタおよびツールに関する説明図。
【図５】コネクタ挿入部材がコネクタハウジングから取り外された、本発明の一実施形態
としてのコネクタおよびツールに関する説明図。
【図６】コネクタ挿入部材がコネクタハウジングから取り外された、本発明の一実施形態
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としてのコネクタおよびツールに関する説明図。
【図７】本発明の一実施形態としてのコネクタの構成要素の分解図。
【図８】光学的接続を確立するために相手側コネクタに連結されている状態における、本
発明の一実施形態としてのコネクタに関する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図１には、シャーシソケットとして設計された本発明に係るコネクタ１が示されている
。本発明に係るこのタイプのコネクタ１は、例えば、適当な光学的および電気的信号によ
ってカメラとデータを交換し、カメラに電力を供給することができるように、フィルムお
よび／またはテレビカメラに設けられている。図１～図３には、コネクタハウジング２お
よびコネクタ挿入部材３のみが示されている。図１および図２には、バヨネット式連結機
構として設計された解放可能かつ再締結可能な連結装置９により、コネクタハウジング２
に取り付けられているコネクタ挿入部材３が示されている。図３には、連結方向１３の反
対方向にコネクタハウジング２から解放された状態のコネクタ挿入部材３が示されている
。図１は斜視図であり、図２および図３のそれぞれは縦断面図である。
【００２３】
　連結方向１３は、光学的接続を確立するために、図８に示されている相手側コネクタ５
がコネクタ１に連結される方向、または、コネクタ１に挿入される方向である。
【００２４】
　斜視図である図１には、コネクタハウジング２の開口端が示されている。本実施形態に
おけるコネクタ挿入部材３および電気接点１８が示されている。光導波路支持部材４が連
結チャンネル１５に挿入されるところの相手側コネクタ５の光導波路支持部材１２をコネ
クタ挿入部材３に連結させることができる（図８参照）、第２レセプタクル１１を有する
連結チャンネル１５が、コネクタ挿入部材３に設けられている。本実施形態では、この連
結動作は、アンダーカットが設けられ、かつ、ばね舌片として設計されているスナップ式
連結機構１４によって実現される。
【００２５】
　締結孔１７を有する取付フランジの形態の取付装置１６が、コネクタハウジング２の外
側に配置されている。コネクタハウジング２、ひいては本発明に係るコネクタ１が、スチ
ルカメラおよび／またはフィルムカメラのような対応する装置のハウジングに対して、取
付フランジおよび締結孔１７によって、公知の方法により取り付けられている。
【００２６】
　図２に示されている縦断面図において、コネクタ挿入部材３は、コネクタハウジング２
に連結された位置にある。この目的のために用いられる着脱自在な連結装置９は、バヨネ
ット式連結機構として設計されている。連結装置９は、第１に、コネクタ挿入部材３に設
けられた複数のピン２０と、第２に、コネクタハウジング２に設けられたピンレセプタク
ル３０と、を備えている。ピン２０およびピンレセプタクル３０は、コネクタ挿入部材３
が図３に示されている位置からコネクタハウジング２に対して連結方向１３に挿入された
うえで、連結方向１３に平行な軸線を中心に順回転することによって締結されるように、
それ自体公知の形態で設計されている。連結装置９は、コネクタ挿入部材３がコネクタハ
ウジング２に対して逆回転され、続いてコネクタ挿入部材３がコネクタハウジング２から
連結方向１３の反対方向に引っ張られることによって取り外される。
【００２７】
　図２および図３には、先行技術においてそれ自体公知の形態で設計されるシールリング
２３が示されている。ピンレセプタクル３０が設けられたハウジングリング２４は、製造
上の理由から、最初は別個の部品として設計され、続いてコネクタハウジング２の残りの
部分に締結される。ここで、本実施形態において、いずれの場合にもハウジングリング２
４はコネクタハウジング２の一部である。
【００２８】
　図２および図３には、スナップ式締結機構１４を有する第１レセプタクル１０がさらに
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示されている。第１レセプタクル１０は、光導波路支持部材４をコネクタ挿入部材３に解
放可能に締結するように機能する。光導波路支持部材４のための第１レセプタクル１０お
よび相手側コネクタ５の光導波路支持部材１２のための第２レセプタクル１１が、コネク
タ挿入部材３の連結チャンネル１５の両側に配置されている。
【００２９】
　図４、図５および図６のそれぞれには、コネクタハウジング２から連結方向１３の反対
方向に取り外されたコネクタ挿入部材３が示されている。図４および図５において、光導
波路支持部材４は、コネクタ挿入部材３の第１レセプタクル１０に取り付けられている。
コネクタ側の電線２１は、コネクタ挿入部材３の電気接点１８に接続されている。電線２
１は、ケーブルタイとして相互に連結されている光導波路６と一緒にコネクタハウジング
２に通されている。光導波路６および電線２１の両方は、図４および図５に示されている
ように、コネクタ挿入部材３がコネクタハウジング２から連結方向１３の反対方向に取り
外されうる程度の長さに設計されている。図４には、連結チャンネル１５の中を臨んだ際
の、光導波路６の開口端７（ここでは一列に配置されている。）に対する光導波路支持部
材４の接触面８が示されている。開放端７の数から、光導波路体４に取り付けられて連結
される複数の光導波路６が存在することがわかる。図６において、光導波路支持部材４は
コネクタ挿入部材３から取り外されている。その結果、コネクタ挿入部材３の接触面８は
自由にアクセス可能となり、光導波路６の開放端７を有する接触面８が、コネクタハウジ
ング２の外側において容易かつ徹底的にクリーニングされうる。
【００３０】
　図４、図５および図６には、ツール１９が示されている。本実施形態では、ツール１９
がアダプタ２２に当接し、これによりコネクタ挿入部材３の連結チャンネル１５において
、ツール１９が第２レセプタクル１１に対してそのスナップ式締結機構１４により連結さ
れ、バヨネット式連結機構（バヨネット式継手）として設計された連結装置９がツール１
９によって取り外され、続いてツール１９に取り付けられたコネクタ挿入部材３が、コネ
クタ挿入部材３またはコネクタ挿入部材３の第１レセプタクル１０に対して締結された光
導波路支持部材４と一緒に、コネクタハウジング２から取り外され、これにより図４およ
び図５に示されている状態が実現される。この状態において、光導波路支持部材４の接触
面８をクリーニングするため、光導波路支持部材４が容易に引き抜かれる。そして、光導
波路支持部材４が連結チャンネル１５に再挿入されることにより、光導波路４がコネクタ
挿入部材３に挿入され、結果的に光導波路体４が第１レセプタクル１０を用いてコネクタ
挿入部材３に対して再締結される。次に、光導波路支持部材４が締結されたコネクタ挿入
部材３が、第２レセプタクル１１に取り付けられたツール１９により、連結方向１３にコ
ネクタハウジング２に再挿入される。連結装置９の複数のピン２０は、光導波路支持部材
４と一緒にコネクタ挿入部材３が連結方向１３と平行な回転軸線を中心にして回転される
ことにより、連結装置９のピンレセプタクル３０に再びねじ込まれ、連結装置９が再締結
され、光導波路支持部材４と一緒にコネクタ挿入部材３がコネクタハウジング２において
締結される。ツール１９は、第２レセプタクル１１のスナップ式締結機構１４が解放され
ることによって、コネクタ挿入部材３から連結方向１３の反対方向に再び引き抜かれる。
【００３１】
　図７には、本発明に係るコネクタ１の前述した構成要素の分解図が示されている。図７
には、コネクタ挿入部材３が合計４つの電気接点１８を有することが明確に示されている
。例えば、２つの電気接点が電気的データの伝送に使用され、他の２つの電気接点がカメ
ラなどの他の装置への給電のために用いられる。
【００３２】
　図８には、相手側コネクタ５が、前述した本発明に係るコネクタ１に対して連結方向１
３にどのように連結されるかが縦断面図として示されている。相手側コネクタ５は、その
後端部にケーブルブッシング２９を介して配線されたケーブル２８に締結されたケーブル
コネクタとして設計されている。相手側コネクタ５に案内される相手側コネクタ５の電線
２７および光導波路２５は、詳細には図示されていないが、ケーブル２８の内側に配線さ
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【００３３】
　図８の断面図には、第１に、本発明に係るコネクタ１のコネクタ挿入部材３の電気接点
１８がどのように一緒に差し込まれ、ひいては相手側コネクタ５の電気接点２６に連結さ
れるかが明確に示されている。図８には、第２に、光導波路支持部材４と相手側コネクタ
５の光導波路支持部材１２とが、どのように連結チャンネル１５において相互に対向して
配置され、光導波路６の開口端７が、相手側コネクタ５の光導波路２５の対応する開放端
（詳細は図示略）と整列して配置され、光導波路６から相手側コネクタ５の光導波路２５
に光データが伝送され、反対方向に効果的に機能するかが示されている。この結果、光導
波路支持部材４と、相手側コネクタ５の光導波路支持部材１２と、が、連結チャンネル２
５において相互に最適な向きに配向されている。さらに、図４および図６に示されている
ように、センタリングピン３１は、連結側光導波路支持部材４と相手側コネクタ５の光導
波路支持部材１２との中心を位置合わせするために用いられる。これらのセンタリングピ
ン３１は、図８に示されている連結位置において光導波路支持部材４および１２のそれぞ
れまたは一方における対応するセンタリングピンレセプタクル（詳細は図示略）に係合す
る。
【符号の説明】
【００３４】
１‥コネクタ、２‥コネクタハウジング、３‥コネクタ挿入部材、４‥光導波路支持部材
、５‥相手側コネクタ、６‥連結側光導波路、７‥開放端、８‥接触面、９‥連結装置、
１０‥第１レセプタクル、１１‥第２レセプタクル、１２‥光導波路支持部材、１３‥連
結方向、１４‥スナップ式締結機構、１５‥連結チャンネル、１６‥取付装置、１７‥締
結孔、１８‥電気接点、１９‥ツール、２０‥ピン、２１‥電線、２２‥アダプタ、２３
‥シールリング、２４‥ハウジングリング、２５‥光導波路、２６‥電気接点、２７‥電
線、２８‥ケーブル、２９‥ケーブルブッシング、３０‥ピンレセプタクル、３１‥セン
タリングピン。
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